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入 札 説 明 書 

 

 甲府市が発注する、告示第３６３号に関する入札告示に基づく入札等については、

関係法令の定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。 

 

１ 公告日 

令和３年６月２４日（木） 

 

２ 入札に付する事項 

⑴ 件名 

  自動販売機設置場所の貸付 

⑵ 貸付物件 

施設名称及び所在地 設置場所 設置台数 貸付面積 

甲府市子ども屋内運動遊び場 

甲府市丸の内一丁目 10番 7号 

入口付近 

（室内） 
1台 

2.20㎡ 

（幅 2.2m×奥行 1.0m） 

⑶ 貸付期間 

令和３年８月１日から令和６年３月３１日まで 

⑷ 用途 

   貸付場所の用途は、自動販売機の設置に限ります。 

⑸ 予定価格 

   公表しません。 

 

３ 入札の参加手続き 

⑴ 提出書類 １部 

制限付一般競争入札参加申込に係る書類を１部持参し、申請してください。 

なお、入札参加申込者は、入札終了まで公表しません。 

  ※ 制限付一般競争入札参加申込に係る書類は、「甲府市子ども屋内運動遊び場

自動販売機設置事業者募集要項」をご確認ください。 

※ 指定の書類は甲府市ホームページ（事業者向け情報⇒入札・契約⇒入札情報

（その他・公募型））からダウンロードできます。 

⑵ 提出先 

甲府市 子ども未来部 子ども未来総室 子ども応援課 

住所：甲府市宝二丁目８番１９号 甲府市役所西庁舎３階 

電話：０５５－２３１－５５３８ 

⑶ 入札参加申込期間 

令和３年６月２４日（木）から令和３年７月７日（水）まで 

（この期間内の土曜日、日曜日を除く。） 

午前９時から午後５時まで 
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⑷ 入札参加資格の確認結果通知 

入札参加資格の確認は、申込書及び資料の受付期限の日以降に確認し、その結

果は７月１３日（火）までに書面による郵送で通知します。 

⑸ その他 

① 申込書及び資料の受付期限の日を過ぎての提出は受付けません。 

② 申込書及び資料の作成に要する費用は、申請者の負担とします。 

③ 受付済みの申込書及び資料等は、返却しません。 

 

４ 入札参加資格がないと認められた者に対する説明 

⑴ 参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができ

ます。 

⑵ 理由の説明を求める場合は、令和３年７月１４日（水）午後５時までに、甲府

市長宛ての任意の書面により子ども未来部子ども応援課へ直接持参してくださ

い。 

⑶ 理由の説明は、令和３年７月１９日（月）午後５時までに書面で回答します。 

 

５ 募集要項及び仕様書に関する質問書の提出及び回答 

募集要項及び仕様書に関する質問がある場合は、次のとおり質問書（様式第６号）

を電子メールにて提出し、電話にて電子メールの到着確認をしてください。 

⑴ 提出期限 

令和３年６月３０日（水）午後５時まで 

⑵ 提出先 

甲府市 子ども未来部 子ども未来総室 子ども応援課 

電話：０５５－２３１－５５３８ 

電子メールアドレス：kodomooen@city.kofu.lg.jp 

⑶ 質問への回答 

全ての質問とその回答を取りまとめ、令和３年７月５日（月）午後５時までに 

甲府市ホームページ（事業者向け情報⇒入札・契約⇒入札情報（その他・公募 

型））に掲載します。 

⑷ その他 

電話での受付は行いません。 

質問書には質問内容等を正確に記入してください。 

 

６ 入札方法等 

⑴ 電送及び郵送による入札は認めませんので、指定日時に指定場所に集合してく

ださい。 

⑵ 入札時間に遅れた場合は、入札に参加できません。 

⑶ 入札書は、本市所定の入札書（様式第４－１号）を使用してください。 

⑷ 入札書に記載する入札金額は、入札書に記載する金額（入札金額）は、次によ

り算出した額（税抜）としてください。※入札金額 ＝ 貸付料月額 × ３２か月 
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⑸ 代理人が入札するときには、入札前に委任状を提出してください。 

⑹ 入札執行回数は、２回までとします。 

⑺ 入札金額を訂正したもの、入札書の価格、氏名等の確認のできないもの、その

他入札に関し、甲府市の定める条件に違反した入札は全て無効とします。 

⑻ 入札参加者は、入札執行に先立ち、入札参加資格のあることを確認した旨の「入

札参加資格確認通知書」を入札執行担当職員に提示してください。 

⑼ 入札参加者は、入札参加資格者ごとに１名とします。 

⑽ 入札参加受付後に入札を辞退する場合、入札参加辞退届（様式第７号）により

届け出るものとします。 

⑾ 入札参加者が１者の場合においても入札を行います。 

  

７ 開札 

開札は、入札場所において、入札の終了後直ちに、入札者の立ち合いのもと行い

ます。 

入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合においては、地方自治法施行令

１６７条の８の規定により、入札事務に関係のない職員を立ち合わせて開札を行い

ます。 

 

８ 問い合わせ先 

甲府市 子ども未来部 子ども未来総室 子ども応援課 

〒４００－００３４  

住所：甲府市宝二丁目８番１９号 甲府市役所西庁舎３階 

電話：０５５－２３１‐５５３８ 


